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調
査
結
果

◎主な水生生物に係 る生
○植物 プランク トン

調査全体 で15 日100種
○動物 プランク トン

調査全体 で24 日55種 カ
○底生動物 （魚類、甲殻

調査全体 で134科403種
○藻類

調査全体 で34科145種
○水生植物

調査全体 で6科 7 種が
◎重 要な種 の分布 、生虐

調査全体 で7綱13 日30
◎注 目す べき生息 ・生育

本調査 において、注 目

物 相 の状況

が確認 され、この うち事業実施区域内での確認は15 日72種であった。

ミ確 罷 され、 この うち事業 実施 区域 内での確認 は17 日25種で あった。
類 、・／貝類、水生昆虫等）
が確落 され 、この うち事業実施 区域 内での確認 は60科137種であった。

が確 認 され、 この うち事業実施 区域内で の確落は20科86種であった。

確認 され、 この うち事業実施 区域内での確認は3科3種であった。

、・生育 の状況及 び生息 ・生育環境 の状況科77種が確許 され、 この うち事業実施 区域内での確認は16科22種であ った
地 の分布並び に当萩生息 ・生育地 が注 目され る理 由である生物 の種 の生息
すべ き生息 ・生育地の分布 は確課されなかった。

○
・生育の状況及び生息 ・生 育衆境の状況

環境保 全配慮 l 予測 結果 評価結果 環境保 全措 置 事後調査及び環境監視

エ
事

の
実
施

・空港施 設北側及び北
側進入 灯部にある小
河川 にボ ックスカル
バ ー トを設置する。

・赤土等流 出防止対策
を実施す る。

・凝集剤 は、施工時点
におい て可能 な限 り
水生生物 の生息 ・生
育環境 に影響 の少 な

いものを選定す る。

○土地 の改変による個体 の消失

・予測 の対象 とした57種 の うち、改変区域外 のみで確落 された46種 につ
いては造成 工事によ る生息 ・生育個体の消失はない と予測 され る。

・改 変区域 内で確落 された11種については、生息域が河川、開放水 域及
び その周辺な どに限 られてお り、移動能力も小 さい ことか ら、造 成工
事 に より改変区域内の生息個体が消失する ことが予測 される。 これ ら
の うち、改変区域内の生息個体が消央する ことにより事業実施区域周
辺 の個体 群が存続できないおそれがあ ると考え られる種は、 甲殻類 1
種 （サ キシマ ヌマエ ビ）、マ キガイ類 3 種 （オカイ シマキガイ、ム ラク

モカ ノコガイ、 コハ クカ ノコガイ）の両側回遊性 の4 種であ ると予測
され る。

・事業の計画検討に当た り講 じた環境保全配慮 として、空港施設北側 の
小河川及び北側進入灯部分 の小河川 には、ボ ックスカルバー トを設置
す ることとしてお り、空港施設に よって上流部 と下流部の水路は分断
されない ことか ら、両側 回送性の種の移動経路 は確保 され、重要 な種

の生息状況 の変化 は極 めて小 さい もの と考 えられ る。

・北側進入灯部分 の小河川 について は生息環境 は現状 のまま保存 され 、
空港施設北側 の小河川 につ いては空港施設 によ り生息環境 が一部消 失
す るものの、上流部 は現状 のまま保存 され るこ とか ら、重 要な種 の生
息状況の変化 は極 めて小 さいものと考 えられ る。

○機械処理水 による生息 ・生育環境 の変化

・排水地点 よ り下流 に生 息 ・生育す る重 要な水生 生物 としては44種 が確
認 され ている。

・平常時 にお けるSS混合濃 度は13．1mg／L となってお り、現 況河川のSS渡
度 （1．9mg／L ）と比較 して高い値 とな る。しかしなが ら、現況河川 よりSS
濃 度が高 くなる期 間は最大でも約 10 日間程度 と想定 される こと （降雨
終 了後 に轟川 が平 常流量 に戻った時点で機械 処理設備 を稼働 させ る。
南側仮 設調 整池が満水 時においては、機械処理設備 の能力 か らす る と、
最大 でも約 10 日間で調整池の濁水の排水処理が完了する もの と想定 し
てい る）、混合後の濃度 であ る13．1机g／Lは 「水 産用水基準 J のSS渡度
25mg／L以下を下回る ことか ら、機械処理水に よる重要な種の生息 ・生
育環 境の変化は極めて／J、さい と考え られ る。

・降雨時については、混合後のSS濃度は現況河川のSS濃度 を下回 ってお
り、河川水のSS濃度を希釈 させ ることか ら、重要 な種の生息 ・生育環
境 の変化はない もの と考 えられ る。

・凝集 剤は、事業の計画検討に当た って講ず る環境保全配慮 と して 、施
工時点において可能な限 り水生生物 の生息 ・生育環境 に影響 の少 ない
もの を選定す ることか ら、重要な種 の生息 ・生育環境 の変化 は極 めて
小 さい と考 えられ る。

◎環境影響の回避 ・低減 の検討
○土地の改変 による個体 の消失

改変 区域内 にお いて確 認 され た重要 な種 の うち、改変 区域 内
の生息個体が消失す る ことによ り事業実施 区域周辺の個体群 が
存続 できないおそれ があ ると予測 され る種 については、環境保
全措置 として生息環 境を創 出す るこ とによ り生息地の消失 を代
併 し、そこへ移動 を行 うこ とによ り個体群 の存続が図 られ 、損
なわれ る環境 の有す る価 値 は代償 され る もの と判断 され る。

空港施設北側及 び北側進入灯 部分の小河川にボ ックスカル バ

ー トを設置す るこ とに よ り、両側回遊 性の種の移動経路 が確 保
され るため、海 と川 を往来す る場 としての機能 が保全 され、重
要な種 の生息状況 への影響 は低減 される。

北側 進入灯 部分の′ト河川 については改変はな く、生 息環 境は
現状のまま保 存 され、空港施 設北側 の小河川につい ては空港施
設に より生息環境 が一部消 失す るものの、上流部 は現状 のまま
保存 される ことか ら、重 要な種の生息状況へ の影響 は低減 され
る。
以上の ことか ら、環境 影響は、事業者 によ り実行 可能な範囲

内でで きる限 り回避 され 、又 は低減 され てお り、環境の保全 に

ついての配慮が適正 にな されてい ると評価 した。

○機械処理水 による生息 ・生育環境 の変化
事業 の計画検討 に当た り講 じた環境保全 配慮 を予測 の前捷 と

して検討 した結果 、機 械処理水 の混合後 の河川 SS漉度 は、平 常
時 にお いて は水 産用 水 基 準 （25mg／L ）以 下 に対 して約 半 分 の
13．1ng／Lで あ り、降雨時 にお いては希釈 される効果が見 られ 、
重 要な種 の生息 ・生育状況 に与 える環境 影響の程度 は極 めて′ト
さい と判断 され るこ とか ら、環境影響 は、事業者に よ り実行 可
能 な範 囲内でできる限 り回避 され、又は低減 されてお り、環境

の保 全につ いての配慮 が適 正にな されてい ると評価 した。

◎国又は地方公共団体 による環境保全の基準又 は 目標 との整合性
に係る評価

沖縄県環境基本計画 の中の 「事業別 環境配慮指針」と して r飛
行場 の設置 又は変更 の事業 」におい て、 「その他、 当該事業 の
実施に 当た り、周辺環 境へ の影響 につい て把握 し、環境へ の影
響 を最′J、限 にとどめるよ う十分配慮す る」 と記 載 されてお り、

これ を環境保全 の基 準又は 目棲 とす る。
事業 の計画検討 に当た り講 じた、赤 土等流出防止対策 の実施

な どの環境保全配 慮及び重 要な種 の移 動な どの環境保全措 置を
講 ずる ことによ り、重 要な種の生息 ・生育状況 に及 ぼす影響 は、
最小限に とどめる よ う十 分配慮 されてい ると考 え られ る ことか
ら、環境保全の基準又 は 目棟 との整合は図 られてい る もの と評
価 した。

○土地の改変による個体の消失
ボ ックスカル バー ドの下流に ビ

オ トープ を創 出 し、 甲穀類 1種、

マ キ ガイ類 3 種 の計 4 種 につ い
て 、工事着工前に改変 区域内 の踏
査 、捕獲 を行い、移動 を行 うこと
によ り、個体群の存続 を図 る。

○機械処理水に よる生息 ・生育環境
の変化
事業 の計画検討 に当た り請 じた

環境保全配慮 を予測の前提 と して
検討 した結果、環境影響 の程度 は
極 めて小さく、環境保全措置 を請
ず る必 要はない もの と判断 した。

●

環境保全措置 の効果に係
る知見 が不 十分 であ ること
か ら、以 下に示 す事後調査
を行 う。

○調査 項 目

・重 要な種 の捕獲、移動後 の
生 息状況、 ビオ トー プ内の
水 生生物相

○調査地点

・ビオ トー プ整備箇所
○調査時期等

・工事の実施及び飛行場 の施
設の供用後 3 ～ 5 年軽 度

・移 動 後 1 年間 は 年 4 回 と
し、そ の後状況 に応 じて年
2 回程度 （渇水期 と豊水期 ）

○調査方 法

・目視観 察及 びタモ網な どに
よる定性採 集を行 う

○機械処理 水に よる生息 ・生
育 環境の変化

環境保全措置 を講 じない

ことか ら事後調査の必 要は
ない と判断 した。


